
我孫子市自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例  

 

我孫子市自転車の放置防止に関する条例（昭和６３年条例第１３号）の一部

を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（市民の責務）  （市民の責務）  

第４条  略  第４条  略  

 ２  市民は、通勤、通学等のため、駅

への近距離の自転車利用を自粛する

ように、努めなければならない。  

（自転車利用者等の責務）  （自転車利用者等の責務）  

第５条  略  第５条  略  

２  自転車の所有者は、当該自転車に

ついて防犯登録を受けるように努め

なければならない。  

２  自転車の所有者は、当該自転車の

見やすい箇所に住所及び氏名を明記

するとともに、当該自転車について

防犯登録を受けるように努めなけれ

ばならない。  

（自転車の小売を業とする者の責

務）  

（自転車の小売を業とする者の責

務）  

第６条  自転車の小売を業とする者

は、自転車の販売に当たつては、防

犯登録の勧奨に努めなければならな

い。  

第６条  自転車の小売を業とする者

は、自転車の販売に当つては、所有

者の住所及び氏名の明記並びに防犯

登録の勧奨に努めなければならな

い。  

（移送した自転車の措置）  （移送した自転車の措置）  

第 15条  市長は、第 11条、第 12条第２

項及び第 13条の規定により、自転車

を移送したときは、その旨を公示す

るとともに、規則で定めるところに

第 15条  市長は、第 11条、第 12条第２

項及び第 13条の規定により、自転車

を移送したときは、規則で定めると

ころにより、その利用者等に当該自



より、その利用者等に当該自転車を

返還するために必要な措置を講じな

ければならない。  

転車を返還するために必要な措置を

講じなければならない。  

２  市長は、移送した自転車を前項の

規定による公示の日から起算して 60

日を経過する日までの間、保管しな

ければならない。  

２  市長は、移送した自転車を規則で

定める期間保管しなければならな

い。  

３  市長は、前項に定める期間を経過

してもなお移送した自転車を返還す

ることができない場合において、そ

の保管に不相当な費用を要するとき

は、当該自転車を売却し、その売却

した代金を保管することができる。

この場合において、当該自転車につ

き、買受人がないとき又は売却する

ことができないと認められるとき

は、市長は、当該自転車につき廃棄

等の処分をすることができる。 

３  市長は、前項に定める期間の経過

後、保管する自転車について、法令

の規定に基づき必要な措置を講ずる

ものとする。  

４  第１項の規定による公示の日から

起算して６月を経過してもなお移送

した自転車（前項の規定により売却

した代金を含む。以下この項におい

て同じ。）を返還することができな

いときは、当該自転車の所有権は、

自転車の安全利用の促進及び自転車

等の駐車対策の総合的推進に関する

法律（昭和 55年法律第 87号）第６条

第４項の規定により市に帰属する。  

 

（費用の徴収）  （費用の徴収）  

第 16条  市長は、第 11条及び第 12条第第 16条  市長は、第 11条及び第 12条第



２項の規定により自転車を移送し、

保管したときは、それに要した費用

（以下「移送保管料」という。）を

当該自転車の利用者等から徴収する

ことができる。  

２項の規定により自転車を移送し、

保管したときは、それに要した費用

を当該自転車の利用者等から徴収す

ることができる。  

２  移送保管料の額は、別表のとおり

とする。 

２  前項の規定により徴収する費用の

額は、規則で定める。 

３  市長は、第１項の規定にかかわら

ず、規則で定める者については、移

送保管料を免除することができる。  

３  市長は、第１項の規定にかかわら

ず、規則で定めるものについては、

前項の費用を免除することができ

る。  

附則の次に次の別表を加える。  

別表（第１６条関係）  

区分  移送保管料の額（１台につき） 

道路交通法第２条第１項第１０号

に規定する原動機付自転車  

４，０００円  

道路交通法第２条第１項第１１号

の２に規定する自転車  

２，０００円  

 

   附 則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１５条第２項及び第１６

条第２項の改正並びに附則の次に別表を加える改正規定は、令和２年７月１

日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第１６条第２項及び別表の規定は、前項ただし書に規定する規定

の施行の日以後に行う自転車の移送及び保管に係る費用について適用し、同

日前に行う自転車の移送及び保管に係る費用については、なお従前の例によ

る。  


